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第８回憲法闘争の発展をめざす全国交流集会

改憲手続き法施行に向け　取り組み強化、意思統一
６月６日の第８回憲法闘争の発展をめざす全国交流集会は、改憲手続き法が施行となる２０１０年に向けて憲法闘争を一段と強めることを目的に開催され、３５都道府県と各団体から１７７人が参加した。

民医連の吉田万三副会長が「秋には政治状況が大きく動き出す。９条、２５条を守り抜く勢力が前進することに大きな意義がある。この時期だからこそ意思統一することが重要」と主催者あいさつ。

国会報告では笠井亮衆議院議員は、憲法審査会規程を強行する緊迫した情勢を報告した。

講演で一橋大学大学院の渡辺治教授は、憲法闘争発展のための重点として、4つの戦略を阻むたたかい、反貧困・反構造改革の闘いと連帯した憲法闘争の必要性、総選挙の結果のパターンで改憲に重

大な影響がでることを述べた。また、九条の会と共同センターの性格の違いを強調した上で、両者が車の両輪であり、共同センターが機敏なたたかいを行っていってほしいと期待を表明した。

　基調報告では、全労連の今井文夫幹事が来年に向けて憲法闘争を一段と強めること、憲法審査会の始動を許さない取り組み、海賊対処新法や海外派兵恒久法でのたたかい、核廃絶の取り組みと憲法闘争を一体のものとして推進すること、憲法をくらしに生かす新たな取り組みの強化、地域共同センターの確立、総選挙での奮闘などを提起した。
特別報告では世田谷区職労の中村重美委員長、憲法改悪阻止西淀川共同センターの嵯峨操事務局長が発言した。

　中村委員長は、世田谷地域は「生かそう憲法！今こそ９条を！世田谷の会」、「世田谷・九条の会」、世田谷区職労などがナショナルセンターや運動の潮流の違いを超えて共同行動を積み重ねてきたと述べ、青年層の戦争・平和体験の学習と取り組みにも力を入れていると報告。

西淀川共同センターの嵯峨事務局長は、結成3年目に、有権者過半数を超える３９,７３１筆の署名に到
達しことを報告し、毎月１回の９の日宣伝、第４土曜日の全戸署名ローラー、一人５筆の取り組みを粘り強く継続してきた成果だと述べた。取り組みの過程で、一人５筆の署名運動が１０筆２０筆・・１００筆のチャレンジャー運動になるなど、確実に運動は発展してきており、大阪共同センターや大阪労連のバックアップは運動の大きな励みになったと語った。

　今回初めて設定された分散会では、渡辺講演を受けての「九条の会」と共同センターの役割の違いがすっきりしたとの議論や共同の必要性、地域や職場での粘り強い憲法の取り組み、課題や様々な悩みに、青年を巻き込んだ運動などついて活発な議論が行われた。「参加して非情に刺激になった」との感想も出され、全体として憲法闘争を強化する交流と意思統一の場となった。
＜分散会での発言を以降のニュースで数回にわたり紹介します。＞
憲法署名提出・憲法審査会の始動を許さない院内集会
２９万あまりの憲法署名を国会に提出


６月１０日、憲法改悪反対共同センター主催で「憲法署名提出・憲法審査会の始動を許さない院内集会」が開かれた。集会には、日本共産党の佐々木憲昭衆議院議員がかけつけ、国民の意思に反して憲法審査会規程の可決を強行する与党を批判した。憲法審査会を動かせないよう、抗議文の取り組み、危険な状況を世論に伝える取り組みの強化を呼びかけた。全労連、新婦人、愛知共同センターなどから集められた、２９３,１４１筆の署名を国会に提出した。
　会場発言では、愛知共同センターが「６日の交流集会、今日の集会に参加し刺激になった。底辺からの運動を地域共同センターにも働きかけ構築したい。」と発言。埼玉県教組は、５月３日の意見広告に７０００名が参加し、５月１３日には松元ヒロさんと小森陽一さんを招いて集会を行ったことを報告。あらゆる世代を巻き込んで運動を強化したいと述べた。「高校生１万人憲法意識調査」を実施した日高教は、７月１９日に「高校生と考える憲法フォーラム」を開催し、憲法が生かされる社会とは何か高校生と交流すると報告した。

　行動提起で全労連の今井文夫幹事は、憲法審査会を始動させない取り組みとして、運営委員２５人に対する要請行動、６日の交流集会の基調報告を柱にした運動の展開を呼びかけ、また総選挙に向けてもたたかいを強めようと訴えた。

　集会には２０団体から３５人が参加。集会後は衆議院運営委員に対して要請行動を行った。自民党の奥野信亮議員秘書が「ファックスで送られてきた」と４～５センチの厚さの要請書の束（１００枚くらいか？）を見せてくれるなど、各議員が「たくさんファックスがきている」と話していた。民主党の渡辺周議員秘書は「自民・公明が３分の２でやろうとしているが、うちは乗らない。要請書はたくさんきているが、うちがもらってもしょうがない。あちらにたくさん送ってほしい。」などの反応があった。
埼玉憲法会議

年内200万筆めざし中学校区で体制作り
　埼玉共同センターは、４月８日事務局団体会議を開催し、『読売』（４月３日付）の世論調査結果にもあるように、海外派兵などをテコに改憲勢力が巻き返しをはかってきており、来年５月の「改憲手続き法」施行までにたたかう体制の強化が求められていることを確認しました。

　そして、総会方針である年内２００万署名到達と、中学校区単位のたたかう組織作りをどう前進させるかを話し合いました。

　埼玉県内の有権者は５７０万人で、その過半数はおよそ２８５万人。中学校が４２３あり、その校区単位でみると平均７，０００人で過半数となります。

　ほぼ全県下を網羅している４９の地域共同センターが中心となって新たなたたかう体制作りを進めることになりました。そのために、県レベルの労働組合、団体が定期大会方針などで基本方向を提案し、６月１９日に団体・地域代表者会議を開催して方針の徹底と活動交流を図ることにしました。

　５月３日に取り組んだ「憲法意見広告」には、地元『埼玉新聞』２面買い取りで、昨年より約１千件多い５，７００件のカンパ協力がありました。また、５月１３日には、９条の会事務局長の小森陽一さんを招き、「輝け！日本国憲法のつどい」を開催し、５００人の会場に５５０人が参加し憲法闘争の盛り上がりを示しています。

　「海賊対処法案」や「憲法審査会」の問題など憲法をめぐる情勢は益々緊迫しています。総選挙も含め、今ほど憲法闘争にとって大切な時はありません。がんばります。
（埼玉憲法会議　渡辺事務局次長の報告より）
【転送転載歓迎、各地のニュースに活用してください】
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